
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

平成27 1年度 年度経過年数

240,000

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

定額

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金名 松濤園再整備費補助金（松濤園養護）

（公募の場合）
公募時期

建設費に対する補助金

交付先決定方法 非公募

市⽴松濤園に代わる複合福祉施設を設置運営するものとして，公募により選定された
民間事業者に対して行う補助のため

団体 事業者 区分

保健福祉局　高齢社会部
高齢者サービス支援課
（ＴＥＬ　092-711-4257）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

実績なし

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

平成29

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

市⽴松濤園（⻄区今津：養護⽼⼈ホーム・救護施設を運営。）に代わる複合福祉施設に
ついて，公募により選定された民間事業者に対し補助金を交付することにより，その整
備を推進するもの

当該年度

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
対象経費：複合福祉施設（養護老人ホーム）の施設整備費。
下記ア，イを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額を補助金（6億円を上限額とす
る）として交付
ア 養護老人ホーム部分に係る総事業費から寄付金収入額を控除した額
イ 補助対象経費(工事費又は工事請負費及び工事事務費)
予算の範囲内において額が決定されるため，基準単価及び上限額を下回る補助額となるこ
とがある。

補助金交付
による効果

市立松濤園に代わる複合福祉施設整備の一環として，養護老人ホームの整備を推進
することにより，環境上の問題があり，かつ経済的に困窮しており，自宅において生活
することが困難な入所者に，引き続き日常生活の支援を提供する。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度


